
「
寺
院
と
槽
信
徒
L

に
関
す
る
若
干
の
考
療

矢

吹

〈
弁
描
咽
ト
“

は

め

じ

す
で
に
横
様
能
の
地
位
に
つ
き
ま
し
で
は
、

の
地
佼
」
、
ま
た
竹
村
牧
努

の
「
総
代
制
境

若
原
茂
先
生
の
「
判
例
に
現
わ
れ
た
宗
教
法
人
の

に
つ
い
て
」
と
い
う
食
遂
な
論
文
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
私
が
付
け
加
え
る
こ
と
は
何
も
な
い
の
で
す

が
、
安
武
先
生
か
ら
撞
信
徒
に
つ
い
て
研
究
発
表
の
お
勧
め
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
お
引
き
受
け
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ま
と
ま
っ

た
構
想
を
も
っ
て
参
っ
た
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が

い
さ
さ
か
お
頃
の
娃
点
を
申
し
述
べ
て
糞
を
紡
ぎ
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す。
寺
院
法
棋
の
研
究
に
は

つ
の
柱
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
患
い
ま
す
。

一
つ
は
、
寺
院
と
檀
信
徒
の
関
係
、
こ
れ
は
寺
誌
の
成
立
と
か
寺
院
の
本
憶
に
深
く
追
っ
て
い
く
問
題
で
あ
り
ま
す
。
も
う

は
、
教
自
の
自
律
権
で
す
。
教
団
の
成
立
史
か
ら
給
め
て
、

そ
の
お
律
穫
の
根
拠
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
と
裁
判
例

が
出
て
お
り
ま
す
が
、
同
国
法
が
こ
れ
に
入
っ
て
く
る
限
界
が
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
中
識
を
な
す
も
の
が
懲
戒
手
続
き
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
ο

こ
の
方
面
に
つ
い
て
は
先
般
桐
ケ
谷
章
先
生
か
ら
立
派
な
論
文
を
項
き
・
ま
し
た
。
こ
の

つ
の
柱
を
法
律
学
と

い
う
枠
だ
け
で
な
く
、
仏
教
及
び
仏
教
史
学
あ
る
い
は
社
会
学
、
民
族
学
か
ら
の
基
礎
的
な
研
究
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
法
的
考
察
を

し
て
い
か
な
け
れ
誌
な
ら
な
い
と
思
い

谷
口
先
生
、

川
島
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
戦
後
、
私
ど
も
学
生

本
学
会
に
は
、
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の
頃
、
法
社
会
学
の
必
要
が
非
常
に
叫
ば
れ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
年
に
な
っ
て
宗
教
法
を
や
る
の
に
は
、
や
は
り
こ
う
い
う
も
の

が
必
要
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

ま
た
こ
の
分
野
に
つ
い
て
は
宗
門
法
規
が
重
要
な
の
で

L

す
が
、
な
か
な
か
そ
の
資
料
の
収
集
が
難
し
い
の
で
す
ロ
愛
知
学
路
大
学

あ
る
い
は
龍
谷
大
学
で
資
料
を
揃
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
耀
か
な
と
こ
ろ
、
飼
え
ば
本
件
の
警
信
徒
に
捕
す
る
も
の
で
も
、

各
議
械
の
末
端
に
東
る
法
規
と
い
う
も
の
が

一
人
の
弁
護
主
と
し
て
は
N

収
集
し
か
ね
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
い
判
例
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
判
例
は
、
事
案
と
法
律
学
の
宝
庫
で
爆
に
料
判
決
文
を
読
む
だ
け
で
な

く
、
上
告
埋
由
等
に
多
く
の
す
ぐ
れ
た
論
作
が
あ
る
よ
う
に
患
い
ま
す
。

特

例j

分

析

の

「完年筏とを重信徒J ，こ闘する若二子ó')~善要(矢吹)

さ
て
、
檀
信
箆
の
地
位
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
の
判
例
が
で
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
判
的
は
、
確
認
の
格
競
や
当
事
者
適
絡
め
問

越
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
特
例
を
沢
山
上
げ
て
お
り
ま
す
が
一
つ

つ
に
入
っ
て
い
く
の
で
は
到
患
与
、
え
ら
れ
た
時
間
に

間
に
合
い
ま
せ
ん
の
で
、
集
約
し
て
述
べ
さ
せ
て
項
き
ま
す
。

捜
信
徒
の
地
授
に
つ
い
て
り

i
デ
ィ
ン
グ
ケ

i
ス
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、

数
料
甘
沼
和
三
五
年
六
月
二
日

(
民
集
九
巻
七

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
判
決
は
「
寺
院
の
欄
倍
能
の
法
律
上
の

つ
い
て
は
議
論
が
な
い
で
も
な
い
が

号
八
八
二

建
立
、
維
持
並
び
に
発
展
が
機
信
徒
な
く
し
て
考
え
ら
れ
な
い
が
故
に
、
機
信
誌
は
特
別
の
場
合
を
除
い
て
寺
院
の
基
本
財
産
、
僧

的
と
共
に
寺
誌
の
構
成
分
子
を
成
し
い
と
判
示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後

[2]
高
松
お
判
昭
和
四
三
年
一
…
月
一

日

(
判
時
五

号
五
八
頁
)
、

広
島
高
暫
昭
和
服
九
年
思
月
一
八
日

{
制
時
七
五
八
号
九
聞
東
〉

(
4
〕
神
戸
地
斡
昭
和
五
一
年
九
月

グ〉

楽教法9号 (19吾容}
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(
判
時
八
五
三
号
七
六
支
}
、
{

日

(
{
一
示
教
関
係
判
例
集
成
五
巻
間
四
一
二
貰
)
等
が
栂
伝
誌
の

的
台
地
判
昭
和
五
七
年
五
見

地
投
を
論
じ
て
お
り
ま
令
。

こ
れ
ら
の
判
例
は
、
総
と
て
宗
教
法
人
法
の
規
定
や
、
キ
詫
規
則
的
中
の
檀
信
徒
の
う
ち
か
ら
総
代
を
選
任
し
、
策
担
役
員
の
う
や
り

人
は
総
代
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
。
総
代
は

定
の
財
産
め
処
分
と
か
規
則
的
変
箆
等
の
援
要
な
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
た

り
、
用
意
犠
を
持
つ
と
い
っ
た
規
定
、
宗
派
の
規
則
で
は
、
権
信
徒
の
定
義
や
そ
の
地
位
の
得
喪
そ
の
他
の
諸
規
定
を
掲
げ
、
権
信

従
は
総
代
を
通
じ
て
寺
務
に
関
与
で
き
る
余
地
が
あ
り
、
寺
践
と
密
接
な
利
害
関
係
を
も
っ
構
成
分
子
で
あ
る
、
あ
る
い
は
寺
院
の

人
的
構
成
要
素
で
あ
る
と
し
て
、
確
認
め
利
誌
や
当
事
者
適
格
を
認
め
、

か
な
り
広
く
槽
諮
徒
に
対
し
て
法
律
上
の
権
利
刊
を
認
め
て

お
り
ま
す
。
(

r 

は
樽
信
組
総
代
や
檀
徒
の
地
位
確
認
で
す
が
、
〔
3
〕
と
門
4
〕
は
役
員
選
任
の
無
効
確
認
訴
訟
を
本

案
と
す
る
職
務
執
む
停
止
の
仮
処
分
、
あ
る
い
は
そ
の
本
家
で
す
。
[

は
被
怠
苦
境
止
の
規
制
変
変
認
証
処
分
の
無
効
確
認
諦

求
で
あ
り
ま
す
の

」
れ
に
対
し
、

{
6

{
判
持
九
四
八
口
芝
ハ
閉
廷
)
は
、
氏
子
か
ら
神
社
の
代
表
役
員
に
対

大
阪
ん
ぬ
判
昭
和
五
四
年
八
月

日

ず
る
職
務
執
行
停
止
を
求
め
る
仮
処
分
申
請
事
件
に
つ
い
て
当
事
者
適
格
を
認
め
な
か
っ
た
判
例
で
す
。
こ
れ
は
寺
設
に
つ
い
て
の

前
述
の
州
内
問
と
同
じ
よ
う
に
宗
教
法
人
法
上
の
規
定
や
神
社
の
総
花
が
託
子
か
ら
選
ば
れ
、
ま
た
総
代
等
の
う
ち
か
ら
代
表
投
員
以

外
の
索
任
役
員
が
選
任
さ
れ
る
と
い
う
神
社
規
射
を
掲
げ
、
今
度
は
、
全
く
反
対
に
、
氏
子
は
総
代
を
通
じ
て
神
社
の
管
理
運
営
に

間
接
的
に
関
与
し
う
る
に
と
ど
ま
り
、
氏
子
独
自
に
関
与
す
る
権
利
義
務
は
存
し
な
い
、
氏
子
は
宗
教
法
人
法
に
お
け
る
一
信
者
以
上

の
法
律
上
の
地
設
を
有
し
な
い
と
し
て
、
代
表
役
員
の
資
任
を
追
求
し
、

そ
の
職
務
執
行
の
差
沈
め
を
請
求
し
、
?
る
法
律
上
の
判
議

は
な
い
と
し
て
は
ね
て
い
る
の
で
す
。

神
社
の
場
合
と
寺
院
の
場
合
と
で
、

ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
遠
い
が
出
て
く
る
の
か
。
ま
た
檀
詰
徒
に
前
に
述
べ
た
よ
う
な
判
例
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上
の
広
い
権
限
を
与
え
て
よ
い
の
か
。
植
信
徒
の
寺
院
に
お
け
る
地
往
を
間
体
法
理
の
上
か
ら
検
殺
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
と

患
い
ま
す
。
ぞ
れ
は
必
接
的
に
券
誌
と
は
何
か
の
寺
院
の
本
質
に
迫
っ
て
い
く
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
す
。
寺
院
に
対

し
て
法
人
絡
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
寺
院
の
組
織
体
と
し
て
の
実
体
は
何
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
M

な
ら
な
い
と
思
い
ま

す

寺
院
の
組
織
的
実
体

(ー}

ご
品
小
知
の
と
お
り
檀
信
徒
は
寺
読
め
構
成
要
素
か
と
い
う
テ
i
マ
に
つ
い
て
は
、
消
極
説
、
こ
れ
は
井
上
恵
行
氏
の
縦
で
す

が
、
宗
教
団
体
と
信
者
の
関
係
は
学
校
と
完
全
の
関
係
の
よ
う
に
常
に
学
校
あ
る
と
こ
ろ
金
徒
あ
り
と
同
じ
で
、
…
穏
者
は
宗
教
習
体

の
構
成
要
素
で
は
な
い
が
、
常
素
で
あ
る
と
い
う
こ
と
?
す
。
宗
教
屋
体
は
、
能
動
的
に
教
義
の
宣
布
等
を
行
い
、
信
者
は
受
動
的

「寺殺と務長室徒j ，二関する若子の考書警(矢吹)

に
そ
の
教
北
を
受
け
る
と
い
う
見
方
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
伊
達
光
英
民
は
、
寺
院
は
、
そ
の
員
約
遂
行
の
た
め
に

基
礎
と
し
、
僧
話
、
欄
信
徒
を
構
成
要
素
と
す
る
社
会
的
組
織
体
で
あ
る
と
し
、
前
述
の
最
高
裁
の
判
例
は
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
引
用

の
財
産
を

し
た
よ
う
に
息
わ
れ
ま
す
。

附
説
と
も
、
寺
院
あ
る
と
こ
ろ
檀
信
純

が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
同
じ
で
す
が
、
後
説
は
檀
一
信
徒
が
な
く
な
れ
ば
寺
践
と

し
て
の
存
立
が
な
く
な
る
と
す
る
点
で
前
説
と
紹
違
が
あ
り
ま
す
。

次
に
、
寺
院
を
財
鴎
か
、
社
留
か
の
同
体
法
理
の
上
か
ら
考
察
し
ま
す
と
、
ヰ
マ
錠
は
社
団
と
財
団
の
中
額
約
存
夜
で
あ
る
と

す
る
の
が
通
説
で
す
。
し
か
し
、

の
枝
問
的
な
函
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
、
ま
た
財
盟
約
な
雌
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ

そ
し
て
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
寺
院
の
組
織
的
実
体
を
つ
く
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

に
あ
る
の
か
、

わ
か
り
に
く
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い
よ
う
に
患
い
ま
す
。
明
治
以
降
に
輸
入
さ
れ
た
法
概
念
で
、

そ
れ
以
能
か
ら
あ
る
寺
院
を
論
ず
る
の
は
無
理
な
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
こ
で
、
寺
院
が
権
信
徒
と
の
関
係
に
お
い
て
法
制
上
ど
う
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
か
を
み
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
民

二
八
条
の
、
「
民
法
中
法
人
ニ
関
ス
ル
規
定
ハ
当
分
ノ
内
神
社
、
寺
院
、
日
嗣
字
及
ビ
偽

法
擁
行
法
〈
明
治
一

一
年
法
律
第

堂
一
一
ハ
適
用
セ
ス
」
と
い
う
条
文
の
解
釈
に
お
き
ま
し

大
判
明
治
三
五
年
…

0
月
八
日
(
民
鉢
八
巻
九
号
額
六
頁
)

こ
れ
は
寺
院
が
法
人
た
る
こ
と
を
丸
然
の
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
来
か
ら
の
布
告
に
よ
っ
て
も
寺
院
は
慣
務
上
の
法
人
と
し

て
寄
付
を
受
け
財
~
肢
を
所
有
し
て
き
た
と
判
示
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
民
法
の
制
定
者
は
法
人
格
が
与
、
え
ら
れ
る
寺
院
の
社
会
的

は
っ
き
り
し
た
も
の
が
で
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。

組
織
体
を
ど
う
見
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

関口マムロ

翻

が

と

4

次
宗
教
法
案
に
お
い
て
は
、
「
本
法
ニ
跨
テ
寺
ト
称
ス
ル
ハ
寺
院
ヲ
所
有
シ
教
法
ヲ
智
一
布
シ
法
義
ヲ
修
行
ス

グ〉

第

ル
ヲ
目
的
ト
ス
ル
財
団
法
人
ト
ス
」
と
い
う
こ
と
で
、
宗
教
団
体
法
が
で
き
る
前
ま
で
の
お
お
よ
そ
の
寺
院
の
社
会
的
組
織
体
と
い

う
も
の
は
、
財
団
と
み
て
い
た
よ
う
で
す
。

と
こ
ろ
で
昭
和
一
関
年
宗
教
鴎
体
法
〈
詞
年
法
律
第
七
七
日
三

が
で
き
ま
し
た
が
、
立
法
に
参
劃
さ
れ
た
根
本
松
男
氏
の
よ
京
教

団
体
法
論
」
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
京
国
法
の
態
度
と
し
て
は
、
宗
教
団
体
を
憲
法
二
九
条
の
結
社
の

種
と
し
て
考
え
た
。
そ
し

て
こ
の
よ
う
な
趣
詰
か
ら
寸
る
と
、
宗
教
団
体
法
の
法
人
性
も
財
産
を
基
礎
と
す
る
財
田
と
見
る
よ
り
も
、
人
の
集
合
体
を
碁
曜
と

す
る
社
団
と
見
る
ほ
う
が
理
論
的
に
一
貫
す
る
。
寺
院
は
、
社
団
的
法
人
で
あ
る
と
解
す
る
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
後
宗
教
法
人
令
を
経
て
宗
教
法
人
法
(
昭
和
二
六
年
法
律
第
ニ
六
号
〉
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

{
8
〕
名
古

産
地
判
昭
和
五
一
年
開
月
一
六
日

の
判
決
は
、
よ
不
教
法
人
法
は
規
射
に
規
定
す
べ
き
事
項
を
ほ
と
ん

(
判
持
八
西

ロ
ザ
七

O
頁
)

ど
宗
教
ま
た
は
宗
教
関
体
に
関
し
な
い
事
項
に
限
定
し
、
宗
教
ま
た
は
宗
教
時
体
自
体
に
隠
す
る
事
項
は
、
認
証
の
対
象
と
し
な
か

っ
た
〈
同
法
第
一
一
一
条
第

項
)
。
」
と
特
訴
し
て
い
ま
す
。
ご
水
知
の
と
お
り
、
宗
教
団
体
法
に
は
権
主
従
に
関
す
る
規
定
が
あ
り
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ま
す
。
宗
派
や
寺
院
の
規
制
に
欄
信
徒
に
関
す
る
事
項
を
定
め
よ
と
か
、
寺
院
に

人
以
上
の
檀
信
徒
総
代
を
置
き
、
市
町
村
長
に

題
け
出
る
と
か
、
財
殺
処
分
や
寺
院
規
則
の
制
定
等
議
要
な
寺
院
運
営
に
つ
い
て
総
伐
の
間
意
機
を
定
め
て
い
ま
す
が
、
宗
教
法
人

法
は
全
く
そ
の
胡
桃
山
認
を
欠
い
て
い
る
の
で
寸
。
し
か
し
そ
れ

の
自
由
と
い
う
食
場
か
ら
、
法
は
宗
教
の
中
に
入
ら
な
い
、
磁

め
て
遠
慮
し
た
立
場
か
ら
立
法
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
法
人
法
は
宗
教
関
体
の
規
律
の
預
か
ら
見
る
と
か
な
り
厳
格
な
政
教

分
離
の
立
場
を
貫
い
て
い
る
よ
う
に
患
い
ま
す
。

機
信
徒
の
地
設
や
寺
院
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
結
局
法
人
性
事
項
の
臨
関
連
事
項
と
し
て
京
教
団
体
殺
事
項
を
定
め
る
場
合
は
、

教
法
人
法

一
項
一
三
号
の
「
そ
の
他
の
事
項
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
決
め
て
お
け
と
い
う
に
止
ま
り
、
宗
教
法
人
法
は
、
各
宗

門
法
に
そ
の
分
野
を
譲
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
宗
教
法
人
法
二
条
は
宗
教
法
人
と
な
り
う
る
宗
教
間
体
を
規
定
し
て
い
ま
す
が
、
宗
教
法
人
法
の
態
度
と
し
て
は
、
被
包

括
団
体
が
な
く
な
れ
ば
、
告
結
宗
教
法
人
は
解
散
す
る
容
の
閲
三
粂
二
項
六
号
の
規
定
か
ら
龍
括
議
教
法
人
は
社
躍
的
に
兇
て
い
る

f号き践と檀信徒J ，こ闘する若子の:¥f署警(矢吹)

ょ
う
で
す
。
他
方
、
被
包
措
法
人
の
ほ
う
は
、

八
…
粂
一
項
富
田
守
で
、
礼
拝
施
設
が
滅
失
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
な
い
の
に
一

年
以
上
こ
れ
そ
様
、
え
な
い
と
き
を
解
数
命
令
の
要
件
と
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
の
点
寺
践
を
財
固
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
も
の
と
見

て
い
る
と
い
う
見
方
も
で
て
き
ま
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
寺
院
と
檀
信
徒
の
間
関
係
、
槽
い
信
徒
の
寺
院
に
お
け
る
位
置
付
け
は
、
宗
教
法
人
ま
か
ら
結
論
を
持
ち
出
す
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
各
寺
院
の
法
人
規
則
、
各
宗
採
の
規
定
、
慣
行
の
上
で
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
か
檀
信
徒
が
寺
院
に
対

し
て
も
つ
機
科
義
務
の
内
容
を
検
討
し
、

そ
の
実
懇
の
上
に
た
っ
て
帰
納
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。
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調

型
信
徒
の
撞
特
義
務

トベ}

と
こ
ろ
で
寺
院
ま
た
は
宗
派
の
規
則
を
検
討
し
ま
す
と
、
各
寺
院
規
則
に
は
、
機
信
徒
総
花
に
関
す
る
規
定
は
み
ら
れ
る
が
、

嫡
団
信
慌
の
意
義
や
地
伎
の
得
喪
そ
の
他
檀
結
徒
に
関
す
る
一
般
規
這
は
、

[
4〕

の
判
決
の
外
、
あ
ま
り
見
当
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
れ
ら
は
、
宗
派
の
線
本
規
範
で
あ
る
宗
態
、
宗
網
や
そ
れ
ら
の
施
行
規
制
で
あ
る
捜
謡
徒
規
程
等
に
規
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

一
権
同
級
徒
に
な
ろ
う
と
す
る
意
思
表
示
、
こ
れ
を
入
檀
の
意
思
表
示
と
す
れ
ば
、
こ
の
入
繍
械
の
意
思
表
示
と
こ
れ
に
対
す
る
寺
院
の

ゑ
諾
及
び
槽
信
徒
名
薄
へ
の
登
鋒
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
檀
穏
健
の
地
位
を
取
得
す
る
わ
け
で
す
。
名
簿
の
賛
録
は
、

{
2
]
め
判

決
で
は
寺
段
の
承
諾
を
意
味
す
る
と
し
て
い
ま
す
が
、
効
力
発
生
の
要
件
だ
と
い
う
見
方
も
・
あ
り
ま
判
。
宗
教
上
の
議
式
と
し
て
婦

数
式
を
伴
う
場
合
も
あ
り
ま
判
。

そ
れ
か
ら
ま
た
宗
派
の
規
定
で
は
、
離
穂
の
際
に
も
双
方
の
合
意
を
要
す
る
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
信
教
の
自
由
の
立
場
か

ら
、
こ
の
場
合
は
、
一
穂
信
誌
の
一
方
的
な
意
思
表
示
で
よ
い
と
思
い
ま
す
。
撒
名
(
離
檀
込
分
)
の
饗
件
に
つ
い
て
は
、

(2]

制
判
決
は
宗
旨
に
異
議
を
唱
え
他
の
信
仰
を
跨
げ
る
こ
と
、
住
職
の
正
当
な
職
務
を
語
審
守
る
こ
と
、
寺
院
の
財
還
に
対
し
て
不
正
行

為
・
が
あ
る
こ
と
等
の
瞥
詞
宗
寺
院
規
裂
を
添
し
て
い
ま
す
が
、
宗
派
に
よ
っ
て
多
少
表
現
が
奥
な
り
ま
す
。

〕
う
い
っ
た
宗
態
又
は
裡
信
徒
規
程
等
に
つ
い
て
は

[
9〕
最
判
昭
和
…
一
一

O
年
六
月
八
日

〈
民
集
九
巻
七
号
八
八

頁
)
は

宗
教
法
人
令
の
頃
の
も
の
で
す
が
、
宗
法
の
胡
桃
山
附
は
宗
旅
に
一
的
轟
す
る
土
手
段
に
も
議
期
さ
れ
、
従
っ
て
寺
院
の
纏
信
徒
も
ま
た
当
該

寺
院
の
所
属
す
る
宗
派
の
規
則
に
鰻
す
べ
き
は
当
然
で
あ
る
と
判
示
し
ま
し
た
。
寺
院
規
闘
で
は
、
宗
械
の
規
制
問
中
鴨
川
の
法
人
に
関

係
あ
る
事
頃
に
関
す
る
規
定
は
こ
の
寺
院
に
つ
い
て
も
、
効
力
を
有
す
る
と
定
め
て
い
ま
村
。
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な
お
、
機
信
徒
の
地
設
は
、

{
閉
山
]
最
利
昭
和
mm
八
年
九
丹
二
O
R
{宗
教
関
係
判
桝
集
成
五
巻
瓦
一

日
一
貫
)

で
信
教
の
自
由
の

立
場
か
ら
、

身
専
属
と
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
死
亡
に
よ
り
治
滅
し
ま
す
が
、
黙
示
的
に
、

父
か
ら
子
、
吋
ず
か
ら
援
と
い
う
よ
う

に
承
継
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
と
関
心
い
ま
寸
。

入
構
契
約
に
よ
っ
て
、
棟
一
信
徒
は
ど
う
い
う
機
利
義
務
を
持
っ
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
援
若
詫
は
、

し
、
そ
の
教
旨
を
依
奉
し
、
寺
院
の
経
費
を
分
拐
す
る
義
務
を
負
う
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
万
円
5
〕
で
も
判
示
し
て
い
ま
す

が
、
布
教
ま
た
は
議
式
に
参
列
し
教
叱
を
受
け
る
権
科
、
あ
る
い
は
葬
式
、
追
善
そ
の
他
の
儀
式
を
委
託
す
る
権
利
が
あ
り
ま
一
打
。

こ
れ
に
対
す
る
同
向
科
や
布
岐
に
つ
い
て
の
法
的
効
力
は
、
は
ほ
今
ま
で
の
学
説
で
は
、
宗
教
上
の
慣
行
で
強
制
力
は
な
い
と
解
さ

れ
て
い
ま
す
。
寺
践
の
建
立
ま
た
は
修
繕
費
の
負
担
や
宗
費
の
桑
担
に
つ
い
て
は
、

(
2
)
、
{

一
定
の
寺
院
に
鋒
属

ま
す
が
、

に
京
派
の
規
定
を
判
示
し
て
い

《却吋

明
ら
か
な
慣
習
や
規
定
が
あ
る
場
合
、
楼
信
徒
総
会
で
決
議
さ
れ
た
場
合
に
は
法
的
効
力
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

「毛筆践と償f議後J 1::闘する若子の考察{災炊)

葬
式
、
追
善
供
養
の
議
式
の
委
託
と
い
う
こ
と
は
、
檀
信
誌
の
寺
院
に
対
す
る
最
大
の
権
利
、
科
設
で
は
な
い
か
と
患
い

日
本
人
の
先
組
袋
持
と
関
連
し
て
、
こ
の
こ
と
が
寺
院
と
撞
信
徒
の
結
び
付
き
を
非
常
に
強
く
し
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ

は
、
他
一
街
、

お
慕
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

一
個
信
誌
の
地
伎
を
纂
地
使
用
と
い
う
観
点
か
ら
、
ぞ
れ
と
の
関
連

付
け
で
実
態
に
則
し
た
想
論
が
展
開
さ
れ
て
も
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
墓
地
使
用
権
に
つ
い
て
は
、
協
定
性
、
永

久
性
、
財
産
性
等
の
性
震
が
・
あ
る
の
で
、
容
易
に
離
檀
で
き
な
い
し
、
学
技
と
捜
一
一
切
徒
の
結
び
付
き
と
い
う
の
も
こ
の
纂
地
を
通
じ

て
な
か
な
か
離
れ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
}
と
が
い
え
る
と
思
い

国

{mv 

次
に
繍
鴨
緑
徒
の
寺
院
に
対
す
る
権
利
杓
と
し
て
、
寺
院
運
営
に
参
加
す
る
権
利
が
あ
り
ま
す
。
宗
派
の
漫
剣
や
寺
続
規
則
に
は
、

技
報
(
代
表
役
員
)

話
、
謹
一
語
織
の
う
ち
か
ら
衆
望
め
帰
す
る
も
の
を
総
投
に
選
任
す
る
。
代
表
役
員
以
外
の
資
任
役
員
は
、
法

類
、
教
師
及
び
穣
信
徒
総
伐
の
う
ち
か
ら
弐
表
役
員
が
鵡
往
す
る
と
認
め
て
い
ま
す
。
多
く
の
寺
院
で
は
住
職
の
他
に
法
難
一
入
、
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揃
明
信
徒
総
代
一
人
が
糞
任
役
員
と
し
て
入
っ
て
い
ま
す

Q

従
っ
て
纏
一
信
徒
は
、

一
志
総
伐
に
な
り
、
ま
た
宗
教
陸
体
の
意
患
決
定
機

関
で
あ
る
業
任
役
員
に
も
な
り
祷
る
地
設
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。

総
代
は
、
こ
れ
と
同
時
に
寺
院
規
制
約
上
、
特
別
財
産
、
基
本
前
産
の
設
定
変
更
、
重
要
な
財
産
処
分
、
規
制
の
変
更
、
合
併
、
解

散
、
残
余
財
産
の
帰
属
等
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
、
ま
た
は
向
意
機
を
持
っ
て
お
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
総
代
は
、
模
信
徒
の
意

を
ふ
ま
え
て
適
正
な
寺
段
運
営
が
で
き
る
よ
う
に
住
職
〈
代
表
役
員
}
を
扶
げ
て
い
く
地
誌
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。
衆
望
の
帰
す
る

の
選
在
に
つ
い
て
は
、
〔
社
〕
宮
本
京
地
特
昭
和
三
七
年
五
日
月
二
三
日
〈
行
裁
例
集

お
り
ま
す
の
で
、
参
考
に
し
て
項
き
た
い
と
患
い
ま
す
。

八
巻

一
八

間
頁
)
に
詳
し
く
出
て

そ
の
外
、
宗
械
の
規
定
で
檀
信
徒
会
、
総
代
協
端
会
、
機
信
徒
評
議
会
、
曹
川
君
原
護
持
会
等
を
定
め
て
い
ま
判
。

設
立
、
財
産
足
分
、
被
包
接
関
鑑
の
設
立
、
廃
止
に
か
か
る
規
則
の

知)

宗
教
法
人
法
は
、
寺
院
選
常
の
適
正
を
は
か
る
た
め
、

変
更
、
合
併
、
解
散
の
場
合
に
は
、
信
者
そ
の
他
の
科
害
関
孫
人
に
そ
の
践
を
公
告
し
(
同
法
一

一
条
三
項
、
二
一
一
一
条
一
項
、

条
二
項
、

五
条
三
項
、
一
一
一
六
粂
、
四
百
条
一

項
)
、
認
証
申
請
に
は
公
告
し
た
こ
と
を
証
す
る
欝
類
の
添
付
を
義

ニ
間
粂
一
項
、

務
ず
け
て
い
ま
す
。
檀
信
徒
は
、
こ
こ
に
い
う
総
省
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
に
あ
た
り
ま
す
。
ま
た
、
〔
刊
以
〕
大
紋
高
判
昭
和
三
八

年
六
月
一

G
日
〈
下
民
集

七
夏
)
は
、
宗
教
法
人
法
八

条
の
制
利
害
関
係
人
に
檀
信
徒
を
含
む
も
の
と
解
し

四
巻
六
日
ぢ

同
条
に
も
と
づ
く
寺
院
の
解
散
命
令
の
譲
求
が
で
き
る
と
し
て
い
ま
す
。

国

ま
た
、
冒
一
線
に
申
し
ま
し
た
判
明
例
上
認
め
ら
れ
た
各
穣
の
権
利
、
〔
3
Y

の
役
員
選
任

{
5
]
の
被
註
括
廃
止
の
規

則
変
更
認
証
処
分
の
無
効
確
器
を
講
求
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
他
[
坊
〕
東
京
地
判
昭
和
三
五
年
mm
月
二
七
日
〈
行
裁
例

集

一
九
五
日
立

一
巻
関
口
す

号
八
八
頁
)

の
清
算
手
続
に
関
与
で
き
る
権
利
や
{
日
比
〕
東
京
地
判
昭
和
六
二

の
緩
簿
鵠
覧
請
求
権
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

日
(
判
時

二
二
七

一
月
一
一

62 宗教法君主ま (990)
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4
、

5
の
権
利
は
、
寺
院
運
常
に
参
加
す
る
と
い
う
キ

i
ワ
ー
ド
で
く
く
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

n 

檀

露骨

と
こ
ろ
で
、

〕
う
い
っ
た
憎
信
徒
の
権
利
義
務
を

体
団
体
法
の
や
で
ど
う
評
価
す
れ
拭
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
ご
晶
小
知
め
と
お
り

社
践
と
黙
日
間
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
か
ら
各
権
利
義
務
を
分
寵
し
て
い
っ
た
場
合
、
も
し
投
開
構
成
を
と
る
と
す
れ
ば
寺
院
運
営
に
参

加
す
る
と
い
う
こ
と
は
社
員
権
の
中
の
共
益
壌
で
あ
り
、

ま
た
入
構
契
約
か
ら
受
け
る
利
益
と
い
う
の
は
自
議
権
だ
と
い
う
ふ
う
に

も
構
成
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
財
ω
問
機
成
を
と
れ
誌
、
入
機
契
約
に
よ
る
い
ろ
い
ろ
の
儀
式
を
委
託
で
き
る
権
利
は
、
針
間
の
受
益
者

の
持
つ
利
益
、
権
利
初
で
あ
り
、
ヰ
寸
設
運
営
に
参
加
で
き
る
と
い
う
磁
の
権
利
は
受
益
者
自
・
あ
る
い
は
受
益
者
等
が
そ
の
財
自
の
経
常

に
参
加
す
る
と
い
う

つ
の
形
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
患
い

つ
の
カ
テ
ゴ
リ

i
で
分

社
題
、
財
団
と
い
う
ふ
う
に
団
体
を

「寺院と持費総従J Iこ鳴するrFrの考察{矢i的

け
る
だ
け
で
は
な
く
、

生
の
実
態
を
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
み
た
と
き
に
枝
問
問
的
問
団
、
財
日
間
的
社
団
と
い
う
の
が
あ
る
と
い
わ
れ
て

学
界
の
通
説
で
あ
る
柾
団
と
財
関
と
の
や
閥
的
存
夜
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
な
が
ら
、

そ
の
意
味
合
い
、
権

お利
義
務
と
い
う
も
の
と
の
ド
ッ
キ
ン
グ
が
な
か
な
か
で
き
て
い
な
い
状
況
で
す
む
弘
と
し
て
も
結
論
に
遣
し
て
は
い
な
い
の
で
す

が
、
通
常
の
寺
院
と
い
う
も
の
は
、
本
震
的
に
は
、
品
約
摺
又
は
財
団
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
宗
教
施
設
に
僧
侶
が
い
て
布
教
す

る
と
い
う
こ
と
で
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
寺
院
と
し
て
の
使
命
を
達
成
す
る
た
め
に
、
布
教
の
対
象
で
あ
る
檀
信

つ
は
財
団
の
受
読
者
慢
と
し
て
経
常
に
参
加
さ
せ
て
い
く
の
か
、
ま
た
は
社
団
の

と
し
て
組
織
の
や
に
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
い
の
か
、
判
判
例
が
い
う
人
的
構
成
要
棄
と
い
う
の
は
、
そ
の
い
ず
れ
を
み
て
い
る
の
か
、

の
よ
う
に
柱
綾
付
け
て
い
く
か
。

あ
る
い
は
こ
の
二
つ
の
概
念
以
外
に
宗
教
法
特
別
の
鱗
成
員
な
の
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ほ
ど
う
い
う
団
体
法
上
の
地
佼
で
あ
る
の
か
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と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
と
り
か
た
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
想
信
徒
は
住
職
を
持
斥
で
診
る
か
と
い
う
最
後
の
テ
i
マ
に
つ

な
が
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

お
す
槽
紛
争
の
事
拠
に
つ
い
て
は
、
不
行
跡
な
住
職
が
管
長
か
ら
の
解
職
を
避
け
る
た
め
に
宗
派
離
脱
を
打
っ
て
出
る
。
こ
の
へ
ん

A

お
}

に
な
る
と
少
し
惑
気
が
過
ぎ
て
い
る
と
私
は
患
い
ま
す
し
、
安
武
先
生
の
貴
重
な
論
文
で
厳
し
く
こ
れ
を
論
難
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

九
時
東
}

の
本
間
け
お
寸
事
件
で
は
、
住
職
は
横
揺
憶
の
総
会

東
京
高
創
刊
昭
和
民

年
一
一
月
ニ
九
日

〈
判
持
八
三
七
時
ぢ

で
選
ぶ
こ
と
が
粂
現
に
か
を
う
と
し
て
い
ま
す
。
[
江
山
]
京
都
地
判
昭
和
六
一
年
五
月

五
日
(
暫
タ
五
九
九
号
七
八
頁
)

の
清
水

寺
事
件
は
、
中
旬
院
の
構
成
員
で
住
職
を
解
任
で
き
る
と
し
て
い
ま
す
。

選
任
し
、
あ
る
い
は
解
任
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
前
記

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
一

つ
の
判
僚
は
、
権
一
信
龍
が
住
職
を

の
判
決
で
は
、
「
植
徒
と
い
う
も
の
は
、
党
中
米
寺
と
い
う
宗
教

法
人
に
つ
い
て
そ
の
構
成
員
た
る
地
位
に
立
つ
も
の
と
い
う
べ
く
、

し
た
が
っ
て
檀
徒
は
寺
の
維
持
運
営
に
つ
い
て
法
律
上
咽
当
時
間
の

利
饗
関
係
を
有
す
る
こ
と
、
あ
た
か
も
投
開
法
人
の
社
員
と
同
じ
く
、
笥
そ
れ
以
上
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
判
示
し
て
い
ま
す
。
究
極
の
と
こ
ろ
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
晃
ら
れ
て
い
く
方
向
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
社
団
と
言
う
こ
と
に
な
る
と
各
自
の
平
等
お
よ
び
多
数
決
の
際
壊
が
働
い
て
き
ま
し
て
宗
教
団
体
の
京
教
性
と
い
う
大
き

な
柱
も
こ
れ
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
も
は
や
宗
教
団
体
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
判
。
こ
の
点
に

つ
い
て

一
つ
の
危
倶
を
抱
く
わ
け
で
す
。

こ
の
外
、

め
判
例
上
の
権
利
に
関
す
る
当
事
者
連
絡
の
問
震
に
も
ふ
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
が
、
結
局
問
輯
鐘
越
の

ま
ま
終
る
こ
と
を
お
詫
ぴ
い
た
し
ま
す
。
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r寺院と後f議後J に関する事若干の考察{矢吹}

〈1
}

鵡
谷
大
学
宗
教
法
務
究
会
ぷ
市
教
法
研
究
」
第
二
紙
五
二
来
、
七
九
頁

(2)

梶
ケ
谷
意
ぷ
部
品
棋
図
体
の
自
治
と
司
法
織
の
介
入
い
東
洋
学
術
研
究
二
六
巻
一
号
一
辺
五
葉

(
3
)

愛
知
南
学
院
大
晶
子
宗
教
法
総
研
究
所
紀
饗
第
S
号
、
第
時
号
、
務
総
惨
な
い
し
第
必
号
務
総
ぷ
耶
教
法
研
究
」
苦
情
一
一
一
線
、
第
四
総
文
部
省
宗
教
局
編
ぷ
邪
教

制
度
綴
資
資
料
」
第
一
巻
第
三
鍋
鴨
{
ふ
〈
正
一

O
年
二
一
同
月
調
V

本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
一
部
を
滋
嫁
し
た
が
、
具
体
約
獲
伶
に
お
い
て
は
、
闘
機
々
の
淡
縫
が
問
題
と

な
る
。

{
4
}

宗
教
法
人
「
締
役
本
山
ぴ
庁
規
九
九
条
は
ぷ
押
組
伎
の
維
持
に
つ
い
て
義
務
を
袋
、
7
時
泊
客
を
、
慣
例
に
縫
い
当
該
神
社
の
「
氏
子
」
又
は
吋
崇
敬
老
」
と
い
い
、

氏
子
又
は
山
然
数
裟
名
簿
に
登
録
す
る
。
公
然
の
対
象
と
す
る
信
用
品
告
は
も
氏
子
又
は
崇
敬
老
の
名
簿
に
資
制
概
さ
れ
た
者
と
す
る
」
と
し
て
い
る
。

(
5
}

骨
宵
上
一
帯
柑
行
「
宗
教
法
人
訟
の
基
礎
的
研
究
い
三
二
七
頁

(6V

却
炉
途
光
美
「
日
本
寺
院
法
沿
い
ふ
ハ

O
頁
、
三

rao葉
、
一
一
一
五
二
一
員

{7}

我
議
栄
「
証
明
』
泌
氏
法
総
制
問
、
一
三
瓦
頁
、
火
山
隠
稼
働
擁
ぷ
一
部
教
法
の
研
究
」
ム
ハ
開
閉
二
東

{
自
}
民
法
施
行
法
二
八
条
は
、
宗
教
法
人
法
制
糊
則
一
一
五
雨
明
で
泌
除
、
大
宮
前
絡
み
ハ
出
回
ゑ
富
民
参
照

(g}
大
阪
地
判
ふ
人
五
六
年
一

O
月一一一

o
a
{物
船
舶
帆
関
係
判
例
集
成
一
品
官
二
弘
二
世
良
}
参
照

{
M

山
}
総
本
松
男

zrm教
団
法
体
法
論
い
な
…
九
官
民

{
什

H
V

↓
人
特
品
協
掲
一
九
九
一
災
馳
秒
間
関

{
刊

M
V

捜
一
信
徒
名
簿
は
、
出
刈
淡
ヰ
ザ
践
に
備
え
付
け
る
M
庁
、
家
務
庁
(
宗
務
総
長
)
に
緩
め
を
義
務
づ
け
て
い
る
と
ニ
ろ
も
あ
る
。
な
お
、
家
殺
間
体
法
施
行
規
則
ニ

za

条
一
一
項
削
間
島
内
九
大
禽
前
掲
四
五
二
百
民
参
照

(
日
}
労
働
法
ふ
九
世
m
i

二
六
三
夏
、
高
公
開
察
機
関
問
従
規
程
一
-
一
条
一
、
災
静
岡
京
銀
山
派
規
程
一
七
五
条
は
端
団
信
徒
に
な
る
こ
と
を
ぷ
小
緩
い
し
た
と
き
は
、
緩
綴
後
名
簿

に
「
納
札
品
陣
い
す
る
と
定
め
て
い
る
。
後
一
ぷ
[
日
〕
の
判
決
は
、
後
仲
間
た
る
地
位
は
、
十
殉
殺
の
合
意
に
よ
っ
て
取
得
し
、
醐
明
始
除
名
簿
へ
の
受
録
は
統
制
明
字
放
と
し
て

い
る
。

〈
川
け
}
浄
土
宗
模
信
徒
線
開
枚
一
一
一
条
、
浄
土
真
宗
本
綴
守
派
家
法
二
七
条
、
爽
伯
郡
ふ
入
谷
派
門
徒
条
例
二
条

(
日
)
除
名
市
町
公
絞
を
期
す
る
た
め
、
管
授
の
ゆ
黙
認
(
書
提
言
宗
登
山
派
制
脱
線
一
七
凶
粂
}
、
宗
務
庁
mw
鉄
総
{
曹
洞
宗
寺
院
幾
線
二
八
条
}
、
総
代
の
円
同
意
{
t
火
山
刷
物
別
後

儀
後
規
制
棺
九
条
、
真
宗
大
谷
派
内
後
条
例
五
条
)
を
え
て
行
う
と
か
、
総
代
用
り
意
見
{
日
常
温
緩
や
郡
家
七
七
条
)
を
き
〈
こ
と
を
進
め
て
い
る
。

か
よ
う
な
茨
乏
が
な
く
と
も
苅
機
後
径
の
糞
務
を
胤
本
た
さ
な
い
と
き
は
除
名
で
き
る
と
解
し
て
よ
い
か
に
つ
き
‘
火
山
総
前
掲
九

O
隙
頁
、
印
刷
数
料
判
例
寄
進
五
一
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国
良
二
参
照

〈
目
印
}
寺
院
規
則
的
中
に
.
こ
の
よ
う
な
綴
定
を
必
務
と
す
る
か
。
議
に
確
認
規
{
況
か
。

宗
教
法
人
法
ゴ
一
条
一
一
取
五
日
V
か
ら
一
…
勾
ま
で
の
術
情
市
恨
の
制
約
に
つ
い
て
は
間
関
条
一
項
…
分
に
よ
り
制
仰
な
規
定
を
必
婆
と
す
る
が
、
包
指
関
係
と
釧
約
間
関

係
が
爽
な
る
こ
と
に
つ
き
、
注
釈
民
法
州
出
三

Oγ
批
判
氏
、
な
お
、
東
京
池
利
限
利
減
八
年
一
月
一
七
日
、
部
執
江
地
利
昭
和
開
閉
八
年
一
月
二
五

8

〈
削
判
時
吋
六
九
五
闘
す
ご

一
夜
)
参
照

{
刊

H
V

輔
閣
総
排
除
の
愈
義
に
つ
い
て
は
、
火
山
側
京
ん
一
一
郡
吉
品
開
閉
九
条
、
真
霞
然
繁
山
派
議
、
成
五
開
門
条
五
五
条
、
真
言
ゆ
制
緩
山
派
規
制
服

7
笠
ニ
条
一
仁
ム
ハ
条
、
浄
念
物
以
策
綱
二
一
一

条
…
…
一
二
条
、
品
伊
ふ
ム
興
宗
本
願
寺
派
宗
法
二
七
条
、
真
宗
大
篠
崎
山
祭
事
凪
八
一
…
条
、
曹
洞
市
部
祭
憲
三
一
一
一
条
.
口
口
選
宗
宗
慾
七
三
条
枇
停
に
錨
胤
定
が
み
る
。

合
お
、
蛸
慨
い
綜
従
の
地
伎
の
取
得
が
契
約
か
に
つ
き
、
注
釈
民
法

ω…
一
四
七
百
民
参
照

{
叫
凹
}
宮
内
緩
や
一
ぷ
豊
山
器
開
鳩
山
根
一
七
六
条
は
、
描
鳩
山
布
陣
刊
の
権
義
と
し
て
吋
布
教
又
は
儀
式
に
参
列
し
、
そ
の
教
化
に
浴
す
る
こ
と
L

、
捕
閣
総
に
は
、
そ
の
外
「
葬
式
、
進

務
そ
の
他
の
儀
式
を
委
一
託
す
る
こ
と
輸
す
し
を
絡
げ
て
い
る
。

〈
川
口
文
相
山
}
ゆ
船
舶
税
制
刊
例
釘
噌
端
近
二
良
、
大
宮
前
鑓
九

O
m間
前
民
古
典
一
夜
祭
祭
出
派
組
閣
総
一
七
六
条
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
門
後
端
桃
山
恒
六
条
品
秒
間
閉
山

(
幻
}
蛸
咽
他
陣
と
億
総
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
ご
}
の
家
派
の
軸
斜
地
闘
を
信
奉
し
、
終
定
寺
和
M
X
は
教
会
に
泌
す
る
も
の
を
総
従
と
い
い
、
縦
続
し
て
そ
の
祖
先
に
燃
す
る

法
要
を
枕
刑
制
朝
す
る
半
鳴
を
機
徒
と
い
う
L

(

浄
土
宗
機
総
体
障
規
制
税
…
条
v

、
「
鍛
帥
叙
し
て
一
定
点
寸
践
に
婦
向
し
、
相
秘
先
の
法
潮
械
を
依
頼
す
る
も
の
を
摘
国
後
と
紘
し
、
そ

の
後
の
問
川
地
院
を
H
M
排
除
と
い
う
」
{
浄
土
真
策
本
願
寺
派
門
後
縮
担
割
程
二
条
〉
と
み
り
、
そ
の
他
天
会
議
機
一
信
徒
揖
現
制
服
二
条
や
真
言
ゆ
郡
山
宮
山
同
派
宗
法
五
関
条
、
然
保
持
ん
…
一
小

曲
閥
単
山
派
組
縄
開
制
一
七
六
条
は
、
後
後
に
つ
い
て
ゴ
本
め
祭
儀
退
録
法
要
そ
の
他
教
義
に
基
づ
く
儀
式
L

ぷ
持
然
、
迄
綴
折
脳
欄
L

な
い
し
必
叶
父
宮
退
範
殺
そ
の
他
の

儀
式
い
を
所
属
寺
践
に
委
託
す
る
も
の
と
定
め
て
い
て
、
圃
閣
総
は
自
己
の
主
宰
す
る
葬
祭
を
…
詩
的
で
令
く
委
一
話
す
る
冬
、
寺
践
に
対
し
も
信
後
よ
り
密
接
な
糊
関

係
を
も
っ
。
火
山
高
前
掲
閥
五
七
災
、
ι
Z

汁
上
品
約
締
三
三
一
一
一
…
氏
、
伊
達
務
総
一
一
一
五
五
百
貝

(
幻
)
竹
関
職
時
州
「
幅
観
光
州
時
措
什
へ
圭
牢
中
川
端
州
成
「
葬
式
仏
殺
へ
斧
川
崎
持
滋
「
都
市
化
件
付
代
の
渓
教
ι

(nxM}
社
団
法
人
余
白
本
骨
盤
脳
協
会
「
墓
地
後
附
用
権
の
筏
的
性
格
に
関
す
る
続
突
し
二
五
頁
、
一
一
二
一
良
参
照
、
波
泌
判
昭
和
三
八
年
六
月
一
一
…
口
口
(
判
時
三
閃
」

阿
写
一
九
貫
〉
は
、
寺
院
の
幽
実
家
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
寺
夜
襲
鳩
山
内
に
墳
歯
撃
を
所
お
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
首
韓
地
儀
所
棉
慨
は
舗
世
俗
後
加
入
契
約
に
出
来
す
る
と

す
る
。
間
関
旨
竹
内
磯
崎
舟
「
墓
地
捕
後
用
権
の
法
的
役
格
L

宗
教
法
創
刊
号
一
…
八
東
な
お

{
1
〕
の
上
告
理
由
川
川
、
纏
徒
と
は
守
筏
に
墓
地
が
あ
っ
て
一
一
切
の
宗

教
約
儀
式
を
導
潟
約
に
依
存
し
、
土
守
校
を
物
心
的
に
中
議
後
外
靖
捜
し
守
衿
ヘ
土
寸
践
と
の
什
結
合
関
係
強
く
立
つ
不
動
的
問
な
も
の
と
溜
b
れ
て
い
る
と
す
る
{
家
教
関
係

判
制
開
銀
淡
一
巻
一
一
一
二
氏
〉
。
霊
閥
盤
綿
織
の
場
合
は
ど
う
か
、
ま
た
墓
地
の
後
燃
は
、
描
閣
拙
附
〈
ゆ
き
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
者
ま
で
諺
め
ら
れ
る
の
か
間
総
が

念
的
ψ
h
v
g
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「寺院と檀信徒」に関する若干の考察(矢吹)

(
お
)
天
台
宗
檀
信
徒
規
程
(
総
代
の
ほ
か
世
話
人
を
お
く
て
真
言
宗
豊
山
派
規
程
一
七
七
条
、
浄
土
宗
宗
綱
一
一
四
条
、
檀
信
徒
規
程
五
条
(
総
代
は
宗
務
庁
に
届

出
る
も
の
と
す
る
)
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
寺
院
規
程
二
七
条
、
真
宗
大
谷
派
宗
憲
八
三
条
、
門
徒
条
例
七
条
、
曹
洞
宗
寺
院
規
程
一
七
条
二
二
条
、
寺
院
規
則
に

つ
い
て
は
、
前
掲
「
宗
教
法
研
究
」
第
三
輯
二
三
六
頁
以
下
参
照

(
お
)
一
定
の
選
任
権
者
に
、
檀
徒
の
う
ち
衆
望
の
帰
す
る
者
に
つ
き
総
代
を
選
任
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
寺
院
規
則
の
趣
旨
は
、
結
局
何
ぴ
と
が
衆
望
の
帰
す
る
者

で
あ
る
か
の
判
断
権
を
右
の
選
任
権
者
に
与
え
、
そ
の
選
任
権
者
が
特
定
の
檀
徒
に
つ
き
か
か
る
要
件
を
具
備
す
る
者
と
認
め
て
檀
徒
総
代
に
選
任
し
た
場
合
に

は
、
檀
徒
の
大
多
数
の
者
が
あ
ら
か
じ
め
反
対
し
て
い
る
の
に
こ
れ
を
無
視
し
て
そ
の
者
を
総
代
に
選
任
す
る
と
い
う
よ
う
な
右
判
断
が
全
く
恋
意
的
に
行
わ
れ

た
こ
と
が
何
ぴ
と
に
も
明
ら
か
な
特
別
の
場
合
を
除
い
て
は
、
右
の
選
任
の
効
力
を
争
わ
し
め
な
い
こ
と
と
す
る
に
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
て
い

ヲ也。

(
幻
)
天
台
宗
{
一
市
憲
五
一
条
(
檀
信
徒
会
)
、
真
言
宗
智
山
派
宗
法
五
八
条
(
総
代
協
議
会
)
、
浄
土
宗
宗
憲
二
七
条
(
檀
信
徒
評
議
会
)
、
曹
洞
宗
宗
憲
一
二
六
条
(
曹

洞
宗
護
持
会
)

(
お
)
こ
の
判
決
は
、
そ
の
後
東
京
高
判
昭
和
六
三
年
九
月
二
八
日
(
判
時
一
二
九
三
号
九
六
頁
)
で
取
り
消
さ
れ
て
い
る
。

(
m
U
)

他
方
、
植
信
徒
は
、
寺
院
の
財
産
処
分
の
無
効
確
認
を
請
求
で
き
な
い
こ
と
に
つ
き
、
東
高
判
昭
和
二
九
年
九
月
九
日
(
高
民
集
七
巻
一

O
号
七
六
七
頁
)
、

津
地
判
昭
和
三
三
年
一
月
二
四
日
(
下
民
集
九
巻
一
号
七
五
頁
)
、
京
都
地
判
昭
和
四
八
年
二
月
八
日
(
判
時
七

O
二
号
九
三
一
頁
)
が
あ
る
。
ま
た
新
潟
地
判
昭

和
三
二
年
四
月
二
七
日
(
行
裁
例
集
八
巻
四
号
七
六
七
頁
)
は
、
信
者
(
又
は
信
者
総
代
)
は
規
則
認
証
決
定
の
無
効
確
認
を
請
求
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

(
初
)
社
団
(
法
人
)
は
、
二
疋
目
的
の
下
に
人
が
有
機
的
に
組
織
さ
れ
た
集
合
体
で
構
成
員
の
増
減
に
か
か
わ
ら
ず
独
立
の
主
体
性
を
も
っ
。
そ
の
組
織
は
定
款
を

も
っ
て
定
め
ら
れ
(
民
法
三
七
条
)
、
構
成
員
た
る
社
員
に
よ
り
組
織
す
る
社
員
総
会
を
必
須
、
最
高
の
意
思
決
定
機
関
と
し
(
同
五
三
条
、
六

O
条
以
下
て
そ

の
下
に
執
行
な
い
し
意
思
決
定
機
関
と
し
て
の
理
事
を
置
く
(
同
五
二
条
以
下
)
。
社
員
及
ぴ
そ
の
変
動
は
社
員
名
簿
に
記
載
さ
れ
(
同
五
一
条
て
そ
の
地
位
は

自
益
権
、
共
益
権
に
わ
か
れ
る
。
総
会
に
お
け
る
社
員
の
表
決
権
は
平
等
で
あ
る
(
同
六
五
条
)
。
定
款
の
変
更
及
ぴ
解
散
に
は
社
員
の
四
分
の
三
以
上
の
特
別

決
議
を
要
し
、
な
お
、
社
員
の
欠
亡
を
解
散
事
由
と
す
る
(
同
三
八
条
六
八
条
六
九
条
)
、
残
余
財
産
の
帰
属
に
は
定
款
に
定
め
の
な
い
と
き
は
総
会
の
決
議
を

経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
同
七
二
条
)
。
な
お
、
社
団
の
成
立
要
件
に
つ
き
、
最
判
昭
和
三
九
年
一

O
月
一
五
日
(
判
時
三
九
三
号
二
八
頁
)

こ
れ
に
対
し
、
財
団
(
法
人
)
は
、
二
疋
目
的
の
た
め
に
提
供
さ
れ
た
財
産
の
組
織
体
で
、
そ
の
組
織
は
寄
付
行
為
を
も
っ
て
定
め
ら
れ
(
同
士
一
九
条
)
、
設

立
者
の
意
思
を
執
行
す
る
理
事
を
も
っ
(
同
五
二
条
以
下
)
。
設
立
者
の
意
思
は
固
定
的
で
、
寄
付
行
為
の
変
更
は
そ
れ
に
定
め
な
き
限
り
許
き
れ
な
い
。

前
記
の
と
お
り
、
寺
院
は
、
宗
派
規
定
で
檀
信
徒
の
地
位
の
得
喪
を
定
め
、
名
簿
へ
の
登
録
を
地
位
取
得
の
要
件
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
檀
信
徒
の
う
ち
か
ら

衆
望
の
あ
る
者
を
住
職
が
檀
信
徒
総
代
に
選
任
し
、
総
代
の
う
ち
か
ら
代
表
役
員
以
外
の
責
任
役
員
が
選
任
さ
れ
、
宗
教
法
人
の
意
思
決
定
機
関
の
一
員
と
な
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る
。
総
代
は
、
議
姿
な
叫
附
緩
処
分
、
規
則
の
繁
夜
、
合
併
、
解
散
等
に
怠
闘
品
者
臨
時
殺
し
、
ま
た
は
同
意
織
を
も
っ
。
後
信
徒
は
、
こ
の
縁
臨
時
で
間
間
接
約
に
寺
院
滋

掛
闘
に
参
画
す
る
権
利
が
あ
る
。
こ
れ
は
社
員
縫
の
共
益
蜘
慨
に
等
し
い
。
他
方
種
目
線
後
は
、
所
縁
寺
続
の
教
旨
を
総
参
し
そ
の
教
化
を
う
け
、
蹴
押
縦
明
金
委
混
同
す
る
権

利
と
と
も
に
、
そ
の
地
位
に
臨
時
隠
し
て
世
橋
治
俊
闘
用
権
を
も
っ
。
こ
れ
ら
は
出
掛
益
権
と
も
考
え
ら
れ
る
。
か
よ
う
に
し
て
筏
時
柄
拘
惜
の
地
位
は
、

t
t
g
{
法
人
V

の
社

員
の
地
位
に
抗
日
敵
す
る
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
寺
院
の
技
師
出
{
法
人
}
伎
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
寺
院
は
、
叫
税
関
山
(
法
人
)
の
必
須
、
綴
織
の
機
関
で
あ
る
社
長
時
総

会
に
比
す
べ
き
轡
信
徒
総
会
を
制
度
と
し
て
も
っ
て
い
な
い
。
仮
に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
時
的
な
も
の
か
寺
筏
躍
増
設
の
給
問
機
関
の
役
割

を
も
つ
の
が
溌
懇
で
あ
る
。
総
代
は
、
描
閣
総
徒
総
会
か
ら
灘
泌
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
明
、
、
ふ
い
数
値
担
信
徒
と
の
総
び
つ
き
が
必
ず
し
も
強
く
な
い
。
こ
こ
に
、

寺
続
が
投
開
{
法
人
v

で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
限
界
が
あ
る
@

弛
方
寺
世
間
N
M

、
家
教
の
教
義
を
ひ
ろ
め
、
儀
式
行
宙
申
告
行
い
、
及
び
信
者
を
数
先
育
成
す
る
宗
教
総
動
を
行
う
こ
と
を
主
た
る
問
問
的
と
し
て
、
礼
拝
の
設
翁
を

備
え
る
守
世
間
(
土
地
・
建
物
}
と
い
う
財
産
を
も
ち
、
出
)
邪
教
泳
動
の
施
行
者
た
る
住
職
、
州
問
畿
の
管
理
者
た
る
代
淡
役
員
を
お
い
て
い
る
。
ニ
の
問
問
り
に
お
い
て

は
、
金
寸
斡
械
は
財
閥
に
近
く
、
檀
信
徒
は
、
券
経
の
宗
教
活
動
の
教
化
を
受
け
る
受
益
者
の
掛
端
的
批
に
あ
る
。

〔
号
〕
は
、
揃
mM然
災
は
、
菅
長
が
家
制
的
に
従
っ
て
住
職
戦
を
任
命
し
た
こ
と
を
排
斥
し
う
る
権
総
者
有
し
な
い
と
し
、
そ
の
国
服
務
〈
液
凝
料
情
昭
和
二
七
年
期
間
同
月
三

0
8
下
氏
集
三
巻
開
閉
号
室
札
九
随
一
気
)
は
住
職
に
不
滅
な
後
悩
徒
は
当
該
寺
院
を
離
絞
ず
る
白
附
肉
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
し
、
前
註

{
m
U
}

の
新
潟
池
斜
も
同
様
の

慾
震
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
が
宗
教
泌
動
の
本
来
の
あ
り
ガ
の
よ
う
に
思
え
る
。
に
も
拘
わ
ら

γ、
準
信
徒
は
、
ぬ
奴
途
の
導
践
の
径
四
出
牲
に
お
い
て
述
べ
る
よ
う

に
、
寺
院
と
響
機
な
関
係
を
も
ち
、
自
仲
斌
蜘
惜
の
磁
で
は
、
社
団
と
役
員
の
関
係
以
上
の
関
係
に
あ
る
と
も
い
、
え
る
。
そ
れ
は
慶
市
災
約
沿
率
的
に
そ
う
で
あ
り
{
そ

の
研
究
資
料
に
つ
き
大
ゑ
炎
「
寺
慢
の
忽
蝿
グ
二
二
七
策
参
紹
じ
、
ま
た
宗
教
後
体
法
時
代
の
組
織
を
酬
明
設
も
な
お
維
持
し
て
い
る
。
こ
こ
に
み
段
の
特
質
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
引
品
)
林
秀
二
吋
公
益
法
人
論
」
四
九
一
良
円
以
下
参
照

〈
nv
総
記
{
M

訓
}
や
の
寺
院
の
財
同
法
性

爪
判

ω
}

閥
闘
激
に
述
べ
た
神
妊
に
お
け
る
氏
子
は
、
財
閥
問
{
法
人
}
の
受
益
者
に
近
く
、
等
院
に
必
け
る
檀
倍
間
体
協
は
任
問
総
{
法
人
}
の
校
長
に
近
い
も
の
と
み
ら
れ
る

か
。
な
お
、
公
益
法
人
の
受
益
餐
の
法
約
機
的
叫
に
つ
き
林
簿
二
品
約
締

4

七
m
E
R
、
社
員
と
受
絞
殺
の
相
違
に
つ
き
向
一
九

O
業
枠
拡
{
お
}

{災
}

[

9
可
{
日
叫
〕
、
{
日
山
〕
の
外
、
横
浜
波
紋
小
関
係
支
部
昭
和
四
五
年
間
開
制
月
九
日
(
下
氏
特
集
一
一
一
閥
単
官
…
号
一
一
九
一
良
て
問
問
昭
和
mm五
年
一

O
同
月
一
六
日
(
下
氏
象

一
二
鶴
港
一
号
一
一
一
頁
}
、
東
京
地
判
昭
和
三
二
年
六
月
む
8
2
m教
関
係
特
例
集
成
五
島
官
乞
開
聞
東
}
、
東
京
掛
端
科
昭
和
一
一
一
六
年
五
月
三
一
日
{
総
務
月
報
七
巻
九
日
す

…
む
六
七
頁
}

{
お
)
安
武
敏
夫
総
錫
宗
教
法
研
究
第
一
一
齢
制
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{
お
)
宗
教
団
体
は
、
宗
教
の
教
旨
と
そ
の
宣
布
、
儀
式
の
執
行
を
す
る
教
師
を
中
心
に
集
ま
る
信
仰
集
団
で
あ
る
か
ら
、
信
者
が
檀
信
徒
総
会
の
多
数
決
で
教
旨
や

教
師
を
選
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
な
る
と
、
宗
教
団
体
の
主
柱
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

(幻
)

[

2

]

は
、
「
控
訴
寺
に
お
け
る
檀
徒
が
宗
教
法
人
法
に
い
わ
ゆ
る
「
信
者
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
」
に
該
当
す
る
こ
と
が
明
白
で
、
単
な
る
宗
教
上
の
事
実

関
係
に
止
ま
ら
ず
法
律
上
の
地
位
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
か
ら
、
そ
の
地
位
に
争
い
が
あ
る
以
上
確
認
の
利
益
が
あ
る
と
す
る
。
ま
た

[
4
]
は
「
檀
徒
で
寺
の

構
成
要
素
と
認
め
ら
れ
る
以
上
、
そ
の
帰
依
す
る
寺
の
住
職
す
な
わ
ち
代
表
役
員
が
何
者
で
あ
る
か
に
つ
き
直
接
利
害
関
係
が
あ
り
、
右
利
害
関
係
は
法
律
上
の

利
害
関
係
で
あ
る
か
ら
、
代
表
役
員
兼
住
職
選
任
の
効
力
を
争
う
に
つ
き
確
認
の
利
益
な
い
し
当
事
者
適
格
が
あ
る
」
と
す
る
が
、
団
体
法
理
か
ら
の
検
討
を
要

し
よ
う
。
な
お
、
住
吉
博
「
宗
教
団
体
内
部
の
紛
争
と
仮
処
分
」
新
・
実
務
民
事
訴
訟
法
講
座

U
三
二
七
頁
、
杉
浦
知
目
紹
「
法
人
の
内
部
紛
争
に
お
け
る
正
当
な

当
事
者
」
民
事
訴
訟
法
の
争
点
八
六
頁
参
照

「寺院と檀信徒」に関する若干の考察(矢吹)
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